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○

　・  当所ではこれまでにGC-MS/MSとLC-MS/MSを用いた加工食品の残留農薬230項目の一斉試験法を確立した。
　・　検査対象食品について、加工食品には夾雑物が多く、食品毎に一斉試験法が適用可能か検討が必要である。
　・　当所では、平成17年度から厚生労働省受託試験研究「残留農薬の一日摂取量調査」等を行っており、受託研
　　究で得た加工食品を含む様々な食品の残留農薬分析の知見を活用する(青栁ら、2008、2009)。
　・　必要に応じて、残留農薬検査について多くの知見を有する国立医薬品食品衛生研究所から情報収集を行う。

○

○

　・得られた成果は、当所における加工食品の残留農薬検査に活用する。
　・学会等で発表し、食品の安全性確保のための基礎資料として活用する。
　・食品への農薬混入など突発的な事件・事故への迅速な対応のための資料となる。
　・農産物の残留農薬検査を担当する保健所試験検査課理化学担当者を対象とした研修等に活用する。

  これまでに当所で開発した残留農薬一斉試験法を用いて、未だ妥当性評価が終了していない農産加
工食品の評価試験を行い、食品の残留農薬検査の拡充を図る。
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研究内容

　残留農薬検査が可能な農産加工食品の品目を拡充することは、行政検査の選
択の幅を広げるためにも、不測の事件・事故対応のためにも、重要である。

・  当所で測定可能な農薬230項目を対象とし、流通量等から優先順位の高い農産加工食品について、
　開発済みの試験法が適用可能かの検討を行う。
・　適用できない場合は試験法を改良し、「妥当性評価ガイドライン」に基づく評価試験を行う。

研究目的
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主 な 目 標 （項 目）

　・　当所では、これまでにパスタ、もも缶詰等15品目の加工食品について妥当性評価試験を終了し行政試験を行
    っているが、妥当性評価試験をさらに進め検査可能な加工食品を増やす（概ね10品目）ことは、食品の安全性
    確保のために必要である。

成果の活用策（活用の可能性）

研究ニーズ（背景、必要性、緊急性）

研究期間

関係施策
行政検査

平成２９～３０年度

対象食品の選定、試験法の適用検討及び改良、妥当性評価試験

試験法の適用検討及び改良、妥当性評価試験、結果のとりまとめ

道が取り組む必要性

4人

  北海道食品衛生監視指導計画

　・　道内で流通する食品の安全性確保のため、北海道では残留農薬検査を実施しており、当所では加工食品を担
　　当している。
　・　加工食品には公定法が示されていないため、食品毎に試験法の開発と、当該試験法について国が示した「食
　　品中に残留する農薬等に関する試験法の妥当性評価ガイドライン」の評価基準を満たす必要がある。
　・　当所では、これまでにガスクロマトグラフ質量分析計GC-MS/MSと高速液体クロマトグラフ質量分析計LC-
　　MS/MSを用いて230項目の農薬を一斉に試験する方法を確立し、一部の加工食品については妥当性評価試
　　験を終了して、行政検査に対応してきた。
　・　しかし、これまでに評価が終了した食品のみでは、行政検査の対象食品が限られることや、輸入冷凍食品の
　　農薬混入事件のような突発的な事件・事故に対応するには十分とは言えなかった。
　・　そこで、食品の種類に対応して試験法の改良及び妥当性評価を行い、多様な加工食品について残留農薬検査
　　を行える体制を整えておく必要がある。
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　本研究は、道の食品衛生監視指導計画に基づく検査のみならず、農薬混入事案発生時の
原因究明検査等の体制整備は、重要な研究課題で有り、道が優先的に取り組む必要があ
る。
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